
議案第１６２号 

町の区域を変更することについて

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、市内の町

の区域を別紙変更調書のとおり変更するものとする。

平成２９年９月６日提出

さいたま市長 清 水 勇 人



（別紙）

変 更 調 書

北袋町１丁目に編入する区域

 吉敷町４丁目２７１の２

（平成２９年６月１日調査） 


